
泉州南消防組合指定金融機関業務委託契約書（案） 

 

泉州南消防組合（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

とは、指定金融機関業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条  甲は、指定金融機関業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、

乙は、これを受託する。 

（処理方法） 

第２条  乙は、別添の泉州南消防組合指定金融機関業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）により、委託業務を処理しなければならない。 

２  乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるもの

とする。この場合において、甲は、乙又は第１８条に規定する取扱責任者に対して

指示するものとする。 

（法令等の遵守） 

第３条  乙は、委託業務の処理にあたっては、法令、泉州南消防組合個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）その他関係例規を遵守しなければな

らない。 

（委託期間） 

第４条  委託期間は、令和６年１０月１日から令和９年９月３０日まで（地方自治法

第２３４条の３に基づく長期継続契約）とする。 

（委託料） 

第５条  甲は、第１条の委託業務に対する６ヶ月あたりの委託料として金    円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額     円）を乙に支払うものとす

る。 

２  前項に掲げる委託料の各年度の支払額は、各号のとおりとする。 

⑴  令和６年度          円 

⑵  令和７年度          円 

⑶  令和８年度          円 

⑷  令和９年度          円 

３  この契約締結後、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正によって消費

税額等に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなく契約金額

に相当額を加減して支払う。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等

相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 

（委託料の支払） 

第６条  乙は、４月１日から９月３０日までの業務及び１０月１日から翌年３月３１



日までの業務が完了したときは、当該期間に係る実績報告書（以下「報告書」とい

う。）及び委託料請求書（以下「請求書」という。）を速やかに甲に提出しなければ

ならない。 

２  甲は、前項の報告書及び請求書が正当であると認めたときには、請求のあった日

から起算して３０日以内に乙に委託料を支払うものとする。 

３  甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払が遅れたときは、

当該未払額に対し、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。）で計算した額の遅延利息を乙に

支払うものとする。 

（契約保証金） 

第７条  泉州南消防組合契約規則（平成２４年規則第９号）第２８条の規定による。 

（担保） 

第８条  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条の２第３項の規定

により、乙は甲に担保を提供しなければならない。ただし、その種類は現金とし、

価格は金３０万円とする。 

（権利義務の譲渡等） 

第９条  乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。 

（再委託等の禁止） 

第１０条  乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

（報告等） 

第１１条  甲は、必要があるときは、委託業務の処理状況について乙に対し報告を求

めることができるとともに、委託業務の実施について、又は第１８条に規定する取

扱責任者に対して必要な指示をすることができる。 

（委託業務の内容の変更） 

第１２条  甲は、必要があるときは委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中

止することができるものとする。この場合において、委託料又は委託期間を変更す

る必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（履行遅滞等） 

第１３条  乙は、委託期間内に委託業務を完了することが困難となったときは、甲に

対して遅滞なくその理由を記載した書面により委託期間の延長を求めることがで

きる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。 

２  乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰すべきものであるときは、

委託料につきその延長日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算して得た

額の違約金を甲に支払わなければならない。 



（甲の解除権） 

第１４条  甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除するこ

とができる。 

⑴  乙が、この契約に違反したとき。 

⑵  乙が、委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められたと

き。 

⑶  契約の履行につき、乙に不正の行為があったとき。 

⑷  乙から次条に規定する事由によらないで契約解除の申出があったとき。 

２  前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、甲の指定する期間内に指定

金融機関の一切の事務を甲に引き継がなければならない。また、違約金として契約

金額の 20 パーセントに相当する額を甲に支払わなければならない。 

（乙の解除権） 

第１５条  乙は、甲がこの契約に違反し、その違反により委託業務を継続することが

不可能となったときは、この契約を解除することができる。 

２  乙は、前項により損害が生じたときは、その損害を甲に対して請求することがで

きる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。 

（損害賠償） 

第１６条  乙は、その責めに帰すべき理由により、業務委託の実施に関し、甲又は第

三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２  甲は、前項の場合において、第８条に規定する担保を任意の方法をもって随時に

処分し、その弁済又は賠償に充当し、なお不足がある場合は、乙がこれを補填する

ものとする。 

（秘密の保持） 

第１７条  乙は、その委託業務の処理上知り得た個人情報その他秘密を他人に漏らし、

又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後におい

ても、同様とする。 

２  乙は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契

約による業務に関して知り得た個人情報その他の秘密をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならないこと等個人情報の保護に必要な事項を周知さ

せなければならない。 

（取扱責任者） 

第１８条  乙は、委託業務の取扱責任者を定め、甲に報告しなければならない。 

（資料の保全等） 

第１９条  乙は、委託業務に係る個人情報を公にすることにより、公金の出納業務の

適正な執行に支障を及ぼすおそれのある資料について、次の事項を守らなければな

らない。 



⑴  委託業務の履行上、必要としない複写又は複製は行わないこと。 

⑵  委託業務の用途以外に使用しないこと。 

⑶  第三者に提供しないこと。 

⑷  保管及び使用に際しては、事故のないよう適正に行うこと。 

⑸  作業場所を特定し、その作業場所から個人情報を無断で持ち出さないこと。 

⑹  委託業務の終了後は、甲が提供する個人情報その他の資料は返還すること。 

（立入検査） 

第２０条  甲は、必要に応じて、乙の立会いのもと、業務委託の処理状況及び個人情

報の管理状況について立入調査することができる。 

（従事者に対する措置） 

第２１条  乙は、乙の従事者が第１７条及び第１９条に違反しないよう、必要な措置

を講じなければならない。 

（事故発生の報告） 

第２２条  乙は、委託業務の履行において事故が発生したときは、直ちにその状況を

書面で甲に報告するとともに、当該事故による損害を最小限度にとどめるために必

要な措置を講じなければならない。 

（担保の返還） 

第２３条  甲は、委託期間が満了したとき、又は第１４条第２項に定める事務引継ぎ

が終了したときは、第１６条第２項の規定により充当する場合を除き、速やかに第

８条に規定する担保を乙に返還するものとする。 

（事務引継ぎ） 

第２４条  乙は、委託期間を満了したときは、次の指定金融機関との業務の引継ぎに

関して、速やかに事務引継ぎが完了できるよう甲に協力しなければならない。 

（個人情報取扱特記事項の順守） 

第２５条  乙は、この契約に関し、別記の個人情報取扱事項を遵守しなければならな

い。 

（特約条項） 

第２６条  この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規

定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は

この契約を変更し、又は解除することができる。 

２  前項の規定によりこの契約を変更又は解除した場合には、乙は甲に対して損害の

賠償は求めないものとする。 

（疑義の決定） 

第２７条  この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、甲乙協議

の上、定めるものとする。 



この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

令和６年  月  日 

 

 

甲 所在地 

代表者 

 

 

 

 

乙 所在地 
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